
○
経
済
産
業
省
告
示
第
二
百
十
九
号

容
器
保
安
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
号
）
及
び
国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
（
平
成
二
十
八

年
経
済
産
業
省
令
第
八
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
九
年
通
商
産
業
省
告
示
第
百
五
十
号
及
び
平
成
二
十
八
年
経
済
産

業
省
告
示
第
百
八
十
四
号
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
四
日

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

茂
木

敏
充

平
成
九
年
通
商
産
業
省
告
示
第
百
五
十
号
及
び
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
八
十
四
号
の
一
部
を
改
正
す
る

告
示

（
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
改
正
）

第
一
条

平
成
九
年
通
商
産
業
省
告
示
第
百
五
十
号
（
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を

定
め
る
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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〇
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
表
示
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
告
示
第
百
五
十
号
）

改

正

後

改

正

前

（
検
査
設
備
の
基
準
）

（
検
査
設
備
の
基
準
）

第
三
十
一
条

［
略
］

第
三
十
一
条

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

３

規
則
第
三
十
三
条
第
七
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
（
一
般
複
合
容
器
を

３

規
則
第
三
十
三
条
第
七
号
の
告
示
で
定
め
る
基
準
（
一
般
複
合
容
器
を

再
検
査
す
る
検
査
設
備
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め

再
検
査
す
る
検
査
設
備
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
に
定
め

る
も
の
と
す
る
。

る
も
の
と
す
る
。

一
～
七

［
略
］

一
～
七

［
略
］

八

残
ガ
ス
回
収
の
た
め
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
八
号
、
第
九

八

残
ガ
ス
回
収
の
た
め
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
九
号
又
は
第

号
又
は
第
十
号
の
例
に
よ
る
。

十
号
の
例
に
よ
る
。

４
～
８

［
略
］

４
～
８

［
略
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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（
国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
容
器
の
規
格
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
の
一

部
改
正
）

第
二
条

平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百
八
十
四
号
（
国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
容
器
の
規
格

等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の

を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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〇
国
際
相
互
承
認
に
係
る
容
器
保
安
規
則
に
基
づ
き
容
器
の
規
格
等
の
細
目
、
容
器
再
検
査
の
方
法
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
告
示
第
百

八
十
四
号
）

改

正

後

改

正

前

（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
サ
イ
ク
ル
試
験

（
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
の
サ
イ
ク
ル
試
験

等
）

等
）

第
十
五
条

容
器
は
、
容
器
の
型
式
ご
と
に
、
協
定
規
則
第
百
三
十
四
号5.

第
十
五
条

容
器
は
、
容
器
の
型
式
ご
と
に
、
協
定
規
則
第
百
三
十
四
号5

.

1
.

か
ら5

.
4
.

ま
で
に
定
め
る
サ
イ
ク
ル
試
験
そ
の
他
の
試
験
を
行
い
、
こ

1
.

か
ら5.

4
.

ま
で
及
び9

.
3
.

に
定
め
る
サ
イ
ク
ル
試
験
そ
の
他
の
試
験
を

れ
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

行
い
、
こ
れ
に
合
格
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
章

登
録
容
器
製
造
業
者
が
行
う
試
験
及
び
刻
印
等

第
十
一
章

登
録
容
器
製
造
業
者
が
行
う
刻
印
等

（
品
質
管
理
の
方
法
及
び
検
査
の
た
め
の
組
織
に
係
る
試
験
）

［
新
設
］

第
五
十
八
条
の
二

規
則
第
三
十
四
条
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る

試
験
の
う
ち
、
国
際
相
互
承
認
圧
縮
水
素
自
動
車
燃
料
装
置
用
容
器
に
係

る
も
の
は
、
容
器
の
型
式
ご
と
に
行
う
協
定
規
則
第
百
三
十
四
号9

.
3
.

に

定
め
る
耐
圧
試
験
そ
の
他
の
試
験
と
す
る
。

（
登
録
容
器
製
造
業
者
が
行
う
刻
印
等
の
方
式
）

（
登
録
容
器
製
造
業
者
が
行
う
刻
印
等
の
方
式
）

第
五
十
九
条

［
略
］

第
五
十
九
条

［
略
］

２

［
略
］

２

［
略
］

３

規
則
第
五
十
三
条
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
式
は
、
前
二

３

規
則
第
五
十
三
条
第
二
項
の
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
方
式
は
、
票
紙

項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
、
票
紙
に

に
第
一
項
又
は
前
二
項
に
掲
げ
る
事
項
を
明
瞭
に
、
か
つ
、
消
え
な
い
よ

表
示
し
た
も
の
を
フ
ー
プ
ラ
ッ
プ
層
の
見
や
す
い
箇
所
に
巻
き
込
む
方
式

う
に
表
示
し
た
も
の
を
、
フ
ー
プ
ラ
ッ
プ
層
の
見
や
す
い
箇
所
に
巻
き
込

又
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
箔
に
打
刻
し
た
も
の
そ
の
他
適
当
な
材
質
に
表
示
し

む
方
式
又
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
箔
に
前
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
明
瞭
に

た
も
の
を
容
器
胴
部
の
外
面
に
取
れ
な
い
よ
う
に
貼
付
す
る
方
式
と
す
る

、
か
つ
、
消
え
な
い
よ
う
に
打
刻
し
た
も
の
を
容
器
胴
部
の
外
面
に
取
れ

。

な
い
よ
う
に
貼
付
す
る
方
式
と
す
る
。
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別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

一

規
則
第
二
条
第

ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン

一

規
則
第
二
条
第

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
、

四
号
イ
及
び
同
条

ダ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ハ
ン
ガ

四
号
イ
及
び
同
条

イ
タ
リ
ア
共
和
国
、
オ
ラ
ン
ダ
王
国
、
ス
ウ

第
五
号
イ
の
経
済

リ
ー
、
チ
ェ
コ
、
ス
ペ
イ
ン
、
セ
ル
ビ
ア
、

第
五
号
イ
の
経
済

ェ
ー
デ
ン
王
国
、
ベ
ル
ギ
ー
王
国
、
ハ
ン
ガ

産
業
大
臣
が
定
め

英
国
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

産
業
大
臣
が
定
め

リ
ー
、
チ
ェ
コ
共
和
国
、
ス
ペ
イ
ン
、
セ
ル

る
国
、
地
域
又
は

、
ス
イ
ス
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

る
国

ビ
ア
共
和
国
、
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北

機
関

、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ポ
ー
ラ
ン

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ロ
シ
ア
、
ギ
リ
シ
ャ
、

共
和
国
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
大
公
国
、
ス
イ

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ

ス
連
邦
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
国
、
フ
ィ
ン
ラ
ン

ア
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
エ
ス
ト

ド
共
和
国
、
デ
ン
マ
ー
ク
王
国
、
ル
ー
マ
ニ

ニ
ア
、
モ
ル
ド
バ
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ

ア
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
共

ゴ
ビ
ナ
、
ラ
ト
ビ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
カ
ザ

和
国
、
ロ
シ
ア
連
邦
、
ギ
リ
シ
ャ
共
和
国
、

フ
ス
タ
ン
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ト
ル
コ
、
ア
ゼ

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
、
ス

ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
旧
ユ
ー
ゴ
ス

ロ
ベ
ニ
ア
共
和
国
、
ス
ロ
バ
キ
ア
共
和
国
、

ラ
ビ
ア
共
和
国
、
欧
州
連
合
、
オ
ー
ス
ト
ラ

ベ
ラ
ル
ー
シ
共
和
国
、
エ
ス
ト
ニ
ア
共
和
国

リ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国

、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ
、
ラ
ト
ビ

、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
キ
プ
ロ
ス
、
マ
ル

ア
共
和
国
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
共
和
国
、
カ
ザ
フ

タ
、
大
韓
民
国
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
タ
イ
、
ア

ス
タ
ン
共
和
国
、
リ
ト
ア
ニ
ア
共
和
国
、
ト

ル
バ
ニ
ア
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
サ
ン
マ
リ
ノ

ル
コ
共
和
国
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
共
和
国

、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
及
び
エ
ジ
プ

、
マ
ケ
ド
ニ
ア
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
共
和
国

ト

、
欧
州
連
合
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
、
ウ

ク
ラ
イ
ナ
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
、
キ
プ
ロ
ス
共
和
国
、
マ
ル
タ

共
和
国
、
大
韓
民
国
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
タ
イ

王
国
、
ア
ル
バ
ニ
ア
共
和
国
、
モ
ン
テ
ネ
グ

ロ
、
サ
ン
マ
リ
ノ
共
和
国
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
共

和
国
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
及
び
エ
ジ
プ
ト
・
ア
ラ

ブ
共
和
国
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二

規
則
第
二
条
第

ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン

二

規
則
第
二
条
第

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
、

四
号
ロ
及
び
同
条

ダ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ハ
ン
ガ

四
号
ロ
及
び
同
条

イ
タ
リ
ア
共
和
国
、
オ
ラ
ン
ダ
王
国
、
ス
ウ

第
五
条
ロ
の
経
済

リ
ー
、
チ
ェ
コ
、
ス
ペ
イ
ン
、
セ
ル
ビ
ア
、

第
五
条
ロ
の
経
済

ェ
ー
デ
ン
王
国
、
ベ
ル
ギ
ー
王
国
、
ハ
ン
ガ

産
業
大
臣
が
定
め

英
国
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

産
業
大
臣
が
定
め

リ
ー
、
チ
ェ
コ
共
和
国
、
ス
ペ
イ
ン
、
セ
ル

る
国
、
地
域
又
は

、
ス
イ
ス
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

る
国

ビ
ア
共
和
国
、
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
ン
及
び
北

機
関

、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ポ
ー
ラ
ン

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア

ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ロ
シ
ア
、
ギ
リ
シ
ャ
、

共
和
国
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
大
公
国
、
ス
イ

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ク
ロ
ア
チ
ア
、
ス
ロ
ベ
ニ

ス
連
邦
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
国
、
フ
ィ
ン
ラ
ン

ア
、
ス
ロ
バ
キ
ア
、
ベ
ラ
ル
ー
シ
、
エ
ス
ト

ド
共
和
国
、
デ
ン
マ
ー
ク
王
国
、
ル
ー
マ
ニ

ニ
ア
、
モ
ル
ド
バ
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ

ア
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
共
和
国
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
共

ゴ
ビ
ナ
、
ラ
ト
ビ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
、
カ
ザ

和
国
、
ロ
シ
ア
連
邦
、
ギ
リ
シ
ャ
共
和
国
、

フ
ス
タ
ン
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
ト
ル
コ
、
ア
ゼ

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
、
ス

ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
旧
ユ
ー
ゴ
ス

ロ
ベ
ニ
ア
共
和
国
、
ス
ロ
バ
キ
ア
共
和
国
、

ラ
ビ
ア
共
和
国
、
欧
州
連
合
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

ベ
ラ
ル
ー
シ
共
和
国
、
エ
ス
ト
ニ
ア
共
和
国

、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
キ
プ
ロ
ス
、
マ
ル

、
モ
ル
ド
バ
共
和
国
、
ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ

タ
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
モ
ン
テ

ェ
ゴ
ビ
ナ
、
ラ
ト
ビ
ア
共
和
国
、
ブ
ル
ガ
リ

ネ
グ
ロ
、
サ
ン
マ
リ
ノ
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
、
ジ

ア
共
和
国
、
カ
ザ
フ
ス
タ
ン
共
和
国
、
リ
ト

ョ
ー
ジ
ア
及
び
エ
ジ
プ
ト

ア
ニ
ア
共
和
国
、
ト
ル
コ
共
和
国
、
ア
ゼ
ル

バ
イ
ジ
ャ
ン
共
和
国
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
旧
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ビ
ア
共
和
国
、
欧
州
連
合
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
、
南
ア
フ
リ
カ
共
和
国
、
キ
プ
ロ
ス
共

和
国
、
マ
ル
タ
共
和
国
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
ア

ル
バ
ニ
ア
共
和
国
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
サ
ン

マ
リ
ノ
共
和
国
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
共
和
国
、
ジ

ョ
ー
ジ
ア
及
び
エ
ジ
プ
ト
・
ア
ラ
ブ
共
和
国

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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